




































実践レポート 実践レポート

量を満たしていませんでした。必要栄養量を満たすことがで

きなかった原因として「衝動性の強さ」「強いこだわり」「提

供温度」「嗜好」などによる食事の摂取不足が推察されました。

　調査２より食事に関わる支援の内容について聞き取った要

点を表２にまとめました。支援内容としてスケジュール、パー

テーションの使用がほぼすべての事例において実施されて

おり、さらに栄養士と連携したうえで「熱いものが苦手なた

め冷まして提供」「苦手な食材や味は代替して提供」などの

個別支援が行われていたことがわかりました。

　以上の調査結果より、食事支援は２段階で構成されている

ことがわかりました。まず、第１段階では自閉症の特性であ

る、感覚過敏やこだわり及び意思表示の困難さに配慮するた

め、見通しを立て刺激を減らす支援が行われていました。生

活支援員と栄養士は共に現場で直接観察、情報共有し、スケ

ジュールやパーテーション等を活用した食事提供方法の環境

調整を行うことにより落ち着いた環境で食事ができるように

協働していました。そして、第２段階では個別性の高い特性、

「感覚過敏（提供温度の工夫等）」「食器の配置、食事の品数」「嗜

好へのアプローチ（代替食の提供等）」「個々人に適した栄養

補助食品の提供」などに配慮した食事提供に栄養士が介入し

ていることがわかりました。これらの多職種の連携により安

心して食事が摂れる環境が提供され、食事摂取量が増加し、

体格の改善がみられていることがわかりました。

Ⅳ．考察
　個別性に対応した食事支援を実施するために当法人で

は、図１のような体制が構築されていました。

　安心できる食事環境を整えるためには２つの段階の支援

それぞれで栄養士とともに連携する場面が必要であると考

えられました。図１のように第１段階では生活支援員ととも

に栄養士は情報収集、アセスメントを実施しながら基本的な

食事環境を整えることが重要であると考えられます。第２段

階では収集した情報をもとに、栄養士が個別の食事提供を実

施していくことによって食事内容の質、食事摂取状況が安定

し、体格が改善していくことが考えられました。

Ⅴ．まとめ
　十分な栄養は人の活動を支えるエネルギー源であり、本

人らしく生きるためには必要なエネルギー（食事）を提供す

るための支援が求められます。そのためには栄養士が生活

支援員と同じ目線で協働していくことが必要であると考えま

す。

　さらに、食事を豊かにするためには本人の意思を食事環境

や献立内容に反映させていく必要もあると考えられます。単

に安心できる食事環境を提供すれば良いのではなく、意思決

定に基づいた食事支援が必要と思われます。

　本研究によって得られた結果をもとに、引き続き調査を続

けていきたいと思います。

※１：入所後、本人の特性に合わせてスケジュールの使用、仕切り（パーテーション）、食事場所（食堂・個室）などの環境設定を実施
※２：基本的な環境を整えた上で、アセスメントを実施、個別に配慮した事例を記載

表２：食事に関わる支援の内容

図１：食事支援の構成イメージ

①基本的な
　環境を
　整える

②個別に
　配慮した
　環境を
　整える

安心できる
食事環境+ =
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生活支援部特別支援課つぐみ寮　生活支援員　黒岩　利生

強度行動障害のある方の「異食事故」の対応に関する研究

Ⅰ．研究の目的と方法
　本研究は、当法人における異食事故の発生原因を検証し、

以後の発生を予防するための支援方法について検討すること

を目的とし、以下の二つの調査を行いました。

調査１：事故報告書の検証

・調査目的：当法人で過去に発生した異食事故の検証

・調査対象：平成15年〜令和２年に発生した事故報告書のう

ち、異食事故に関する報告書

・調査方法：①当該利用者の属性、②事故発生前の状況、③

対応方法等について、類似点や対応方法等を検

証する。

調査２：異食事故に携わった職員に対するヒアリング調査

・調査目的：事故報告書からは検証できなかった異食事故の

詳細な情報を明らかし、異食事故に求められる

支援のあり方のポイントを抽出する。

・調査対象：異食事故の対応に携わった経験のある当法人職

員５人（全員管理職）

・調査方法：①経験した異食事故の状況、②異食した利用者

の人物像、③異食が起きた時に行った対応、④

異食が発覚する前の利用者の様子、⑤異食事故

が発生しやすい状況、⑥異食事故を防止するた

めに必要なこと、⑦異食防止のための支援をす

るにあたり後輩に伝えたいことについて、個別

の半構造化面接を行い、内容分析の手法を参考

に類似した回答内容を分類した。

Ⅱ．結果
（１）調査１：異食に関する事故報告書の検証

　平成15年〜令和２年における事故報告書の全数は1523

件、そのうち異食による事故は15件でした。異食事故の内訳

は自閉症や強度行動障害のある方によるものが６件、その他

が９件でした。事故報告書の記載内容に差があり、異食の背

景やその後の対応についての検証は行えませんでした。

（２）調査２：異食事故の対応に携わった職員に対する
　　　　　　 ヒアリング調査

①これまでに経験した異食事故が起きた時の状況

　異食事故が起きた時の状況は、《職員が本人を見ている状

況》と《職員が本人を見ていない状況》どちらも発生してい

ました。

②異食をした利用者の人物像

　《日常的に異食をしていたケース》では、「特定の素材を異

食する」「事前の情報収集では異食は無いとされていたが、

実は日常的に異食がある人で、家族は異食があることを把握

していたと知った」という回答がありました。その他、それ

まで異食が見られない人でも、突然異食が表れるケースがみ

られました。また、異食がある人の既往歴として「腸閉塞」「異

食物摘出のための手術」などの回答がありました。

③異食事故が起きた時、どのように対応したか

　異食事故の発生後の対応は、「早く受診し、レントゲン撮

影で異食物を確認」など《迅速な医療受診》、「環境整備を行

い、異食の対象となる髪の毛等を無くす」など《生活環境の

見直し》に分類できました。

④異食が発覚する前の利用者の様子

　回答者５人中４人が「大きな変化は見られない」と回答し

　強度行動障害のある方の中には、食べられない物を口にする「異食」が見られる人がいます。国立のぞみの園（以下「当

法人」という。）でも、強度行動障害のある方がゴム製のサンダルの破片を異食し、救急搬送され手術を行ったケース

がありました。異食は、異食した物の内容や発見の遅れによっては、命に関わる危険もある行動です。本稿では、当法

人で発生した異食事故の検証および異食への対応経験がある支援者への調査から見えた、異食の要因と求められる支

援のあり方について報告します。
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ました。その他１名からは「泣き

そうな顔をすると、不穏な前兆と

判断され、支援者への注意喚起の

ように異食をしていた」との回答

が得られました。

⑤どのような時に異食事故が発

生すると考えるか

　「本人に何もやることが無い時」

など《活動の提示方法や環境整備

の不備》、「新しく利用者が入って

職員の目が新しい利用者に集中し

てしまう時」など《注意喚起》、「月

経前後数日」など《変化の大きい

時期》に分類できました。

⑥異食事故を防ぐために何が必要だと考えるか

　「自立課題の素材や施設の物の数を把握する」など《異食

の対象となる物の管理》、「異食をした時の反応を覚えておく」

など《利用者の観察》に分類できました。

⑦異食防止のための支援をするにあたり後輩に伝えたいこと

　《異食の要因に応じた代替方法の支援》《QOL向上の視点

を持つこと》《適切な記録と記録の蓄積》に分類できました。

Ⅲ．考察
　本研究では、当法人における異食事故の経験をもとに、異

食の発生要因の分析および考えられる対策について検討しま

した。

（１）異食の発生要因と考えられる対策

　調査２から、強度行動障害のある方の異食事故の発生要因

は、①不満・ストレスが溜まった時に発生する異食、②注意

喚起・要求目的の異食、③周期的な変化による異食、④要因

の予測ができない異食の４つに分けられました。対象者ごと

の異食の発生要因について仮説を立て、その仮説に基づいた

支援を行って検証することで、より適切な対応をすることが

可能になると考えられます。

（２）強度行動障害のある方の異食への支援のあり方

　当法人における異食事故の発生状況と支援方法を時系列で

整理すると、図１のように整理できました。

①異食の予防

　＜受け入れ前＞において、異食の経歴の情報を事前に得ら

れていると、＜日常生活支援＞への配慮が可能となるため、

異食した物や前後の状況、対応方法と結果に関する情報が重

要です。＜日常生活支援＞においては、収集した情報を踏ま

えた環境設定、健康管理と、職員が利用者を観察し、異食や

その他の課題となる行動について分析を重ねることが求めら

れます。

②異食の対応

　＜異食の可能性＞においては、日常生活支援における利用

者の観察、月経周期の把握等によって、異食が発生しやすい

状況であることに支援者が気づくことができます。また、物

品の数など周囲の状況を観察することで、異食の瞬間は見つ

けられなくても、異食した可能性に気づきやすくなると考え

られます。さらに、異食が確定した後は、直ちに受診するこ

とが求められるため、医療機関に情報提供しておくなど日頃

からの連携が必要です。

　＜事後対応＞では、職員間で異食事故について振り返りを

行うことが重要です。本調査結果では、振り返りの視点とし

て、応用行動分析（ABA）を用いていました。例えば、職

員の注目を集めるために異食を行っていたケースでは、異食

以外の方法で関わりを求められるようにする支援を行ってい

ました。異食事故の振り返りを行い、改善策を日常生活支援

へ反映させていくことで、異食の予防や異食の早期発見につ

ながると考えられました。

Ⅳ．おわりに
　本研究を通じて、異食事故の全てを未然に防ぐことは難し

いものの、異食事故が起きた後の対応に対する支援や向き合

い方を知ることで次に繋げるための情報や職員への周知の重

要性が示されました。

予防の視点
受け入れ前 日常生活場の支援 異食の可能性 異食（確定） 事後対応

時系列

対応の視点

異食エピ
ソードの確
認（状況・
異食したも
の）

対応方法

対応結果

異食しそうなもの
の排除

自立課題の工夫

定期的な医療との
連携
（胸部 XP・腹囲・
体重測定）

情報の共有

・ ・ 個人の観察

周期的な変化

周囲の観察

自立課題の管理

・ 医療対応

受診（手術）
・
・

支援の振り返り

前後状況の把握

環境の整備

支援会議

・
・
・
・

・
・
・

・
・

・

・
・

図１　強度行動障害のある人の異食の予防と対策
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研究部研究課研究係長　村岡　美幸

認知症又は疑いのある知的障害者の早期発見と支援
―DSQIID・知的障害者用認知症ケアプログラムの社会実装に向けた取り組み―

Ⅰ．知的障害者の認知症を早期発見するための
DSQIID

　認知症による行動・心理症状（不安・無気力等）の出現を

最小限にするためには、社会生活スキル等の変化に着目した

早期発見が重要となります。しかし、知的障害がある場合、

これまでに獲得している社会生活スキル等が限られているこ

とから、周囲は認知症に伴う対象者の変化に気づきにくい傾

向があります。

　その点を補うためには、周囲が「変化」に着目して観察

／確認する習慣が重要であり、その視点を明確にした尺度

DSQIIDが、平成17年にイギリスバーミンガム大学のDeb教

授によって開発されました。日本語版は平成23年にDeb教

授の承諾を得て当法人で作成しました。

　DSQIIDは以下の３部56項目で構成されています。

□　第Ⅰ部　最も能力が高かった時の状態３項目

□　第Ⅱ部　認知症に関する行動や症状43項目

　　　　　　「元々そうである」「該当しない」＝０点

　　　　　　「以前より低下」「新しい兆候」＝１点

□　第Ⅲ部　全般的な変化に関する10項目

　　　　　　「いいえ」＝０点

　　　　　　「は　い」＝１点

　第Ⅱ部とⅢ部の合計が20点以上だと認知症が

疑われ、状況によっては、支援の見直しや受診

が必要となります（QRコード：DSQIID）。

Ⅱ．認知症又は疑いのある知的障害者の支援
 　―知的障害者用認知症ケアプログラムの実施ー
　知的障害者用認知症ケアプログラムは、高齢者支援の分野

で先駆けて開発・普及が行われたDEMBASE（開発：東京

都医学総合研究所）を参考に、東京都医学総合研究所のメン

バーの協力を得て作成しました。

　知的障害者用認知症ケアプログラムは以下の通り、５つの

STEPと４つのツールを用いて行います。

□　STEP １
　　ICFを使って対象者の状況を広く把握。

□　STEP ２
　　NPI-NHにて、対象者の行動・心理症状の状態を確認。

　国立のぞみの園（以下「当法人」という。）では、これまでに、認知症又は疑いのある知的障害者の早期発見及び支

援の充実に向け、平成23年に①知的障害者用認知症判別尺度日本語版（以下「DSQIID」という。）の作成を、令和３

年に②認知症又は疑いのある知的障害者向け認知症ケアプログラムの作成（以下「知的障害者用認知症ケアプログラム」

という。）を行いました。それぞれの詳細については、本誌のバックナンバー（第61・73号）で紹介しております。本

稿は、それらの概要に触れた上で、令和４年度から行っている知的障害者用認知症ケアプログラムの社会実装に向け

た取り組みをご紹介します。

□STEP１　　ICFで情報を整理する
　　　　　　　　　 ⇒　ツール１：ICF（国際生活機能分類）
□STEP ２　　NPI-NHをつけ課題となる行動を絞り込む
　　　　　　　　　⇒　ツール２：NPI - NH（尺度）
□STEP ３　　背景要因を分析
　　　　　　　　　⇒　ツール３：背景要因チェックシート
□STEP ４　　ケア計画を作成する
　　　　　　　　　⇒　ツール４：ケア計画シート
□STEP ５　　ケアの実施

妄想
幻覚
興奮

うつ・不快
不安
多幸

無為・無関心
脱抑制

易刺激性・不安定性
異常な運動行動

睡眠と夜間行動障害
食欲あるいは食異常行動

0 2 4 6 8 10 12

図１：NPI-NH結果をグラフ化したもの
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　ここで、課題となる行動をチームで確認し、焦点を当てる

行動を１つに絞る。

□　STEP ３
　　課題となる行動の背景要因を、背景要因チェックシート　

　を用いて整理。

表１　背景要因チェックシートの項目

□STEP ４
　背景要因チェックシートの情報を参考に、ケア計画を作成。

□STEP ５
　チームで統一した支援を定めた期間に実施。STEP ２～５

を繰り返す。STEP １のICFは、必要に応じて随時更新。

　ケアプログラム取り組み当初は、ケア計画を立てるものの

対象者に合わず、すぐに見直し…といったことがあったり、

点数が変化せずモヤモヤした気持ちになったり…といったこ

ともありますが、それを乗り越え、対象者に合った支援が見

つかり、行動・心理症状に落ち着きが見られた時、大きな喜

びと支援の楽しさを実感することができます。

知的障害者用認知症ケアプログラムは、

　□　チームで情報を整理・共有

　□　チームで意見を出し合い、ケアを検討

　□　チームで統一したケアを、期間を定め実施

　□　チームでケアの効果を確認

　 ※ケアの効果は、対象者の行動・心理症状の出現状況（数

量化したデータ）をベースに確認

するものです。機能低下が早いと言われる知的障害者の場

合、30歳を過ぎた頃から支援者は定期的にDSQIIDで状態を

確認し、認知症又は疑いが見られたら知的障害者用認知症ケ

アプログラムを職場で導入する（図２）といった展開が、全

国で進むように期待しています。

　図２　「DSQIID」と「知的障害者用認知症ケア
　　　　プログラム」活用イメージ

Ⅲ．知的障害者用認知症ケアプログラムの社会実
装に向けた取り組み

　知的障害者用認知症ケアプログラムは、まだ、ほんの一部

の障害者支援施設等で導入をしている状況です。現在、一緒

に取り組んでくださる事業所を募集しております。ご興味を

持たれましたら下記までご連絡ください。

国立のぞみの園　研究課　村岡・髙橋・岡田

☎ 027-320-1450（土・日・祝 除く 9:00 ～ 17:00）

E-mail　muraoka-m@nozomi.go.jp

　また、本ケアプログラムの実施に際し、アドミニストレー

ターの必要性が確認されています。今後、高齢者支援の分野

で行われているアドミニストレーター（中核的人材）の養成方

法を参考に、障害者支援の分野でも令和４年度の後半から、令

和５年度にかけて、当法人主催のセミナー等を活用して養成し

ていきたいと考えております。

Ⅳ．知的障害者の認知症に関する書籍の発刊及び
セミナーの開催について

　現在完売している「50歳からの支援　認知症になった知的

障害者」に代えて、高齢期の知的・発達障害者の状態像や支

援のポイント、認知症に関する情報等を納めた書籍発刊の準

備を進めているところです。

　また、セミナーの開催を令和５年１月（集合開催：in 熊本）、

３月（オンライン開催）に予定しております。情報は、適宜ホー

ムページ等に掲載しますのでご確認ください。

　　　　　　　　　身体的ニーズ
食事・水分の摂取量が不足していそう
発疹・かゆみ、眠気や疲労がありそう
排便・排尿の問題がありそう
身体に痛みや不快感、呼吸の苦しさがありそう
視覚・聴覚の問題がありそう
体温・脈拍・血圧・血糖値に異常がありそう
うまく座れないなど姿勢の問題がありそう
処方箋の見直しがされていない
　　　　　　　　　環境的ニーズ
寒い・暑い
家具の配置場所が妨げになっている
職員、家族、利用者との交流（トラブル、孤立）
身体拘束されている

30代～「DSQIID」にて定期的に状態を確認

認知症又は疑いがあったら
「知的障害者用認知症ケアプログラム」で対応
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診療部長　成田　秀幸

『信頼関係』の仕組み

Ⅰ．対人関係の土台 ～アタッチメント～

　まず、信頼関係を築くための土台となる重要な要素である

「アタッチメント」について再確認しておきます。アタッチメ

ントとは、子どもと特定の母性的人物（親や養育者）との間

に形成される強い結びつき（絆）のことです。不思議なもの

で、“この人があなたのお母さんだよ”と紹介されたわけでも

なく教え込まれたわけでもなく、赤ちゃんはまだ視力もぼん

やりしているような早い時期から、お母さんを目で追い、お

母さんの声に合わせて動いたりして反応します。お母さんも

また、赤ちゃんから名前を呼ばれたわけではないのだけれど、

赤ちゃんから求められていることを感じとり、あやしたり、

抱き寄せたりします。おなかがすいたり、ウンチをして不快

になったりすると赤ちゃんは泣き、その泣きの理由をくみ取っ

たお母さんはおっぱいをあげたりおむつを取り替えたりして

赤ちゃんを満足させ、満足させられたと感じたお母さんも安

心し、お母さんとしての自信が積み重なります。このように、

親から一方的に愛情を向けるということではなく、子どもと

親の『相互的な』やりとりを通じて子どもと親とがお互いに

情緒的な絆を深めていきます。定型的な発達のお子さんの場

合、生まれてから5歳くらいまでの間に親や養育者との間でア

タッチメントが形成され、親や養育者の存在が「安心できる

安全な場所（心理的安全基地）」となります。成長するにつれ

好奇心が強くなり周囲のいろいろなものを自ら探索し活動を

広げて行く子どもたちが、不安になるとまた「心理的安全基

地」に戻り、安心・安全といういわば“心のガソリン”を補

給してまた探索に出ていきます。そのようなやりとりの積み

重ねを通して、子どもは自分自身や他者に対する信頼感や安

心・安全な対人関係のイメージが養われ、生涯にわたる様々

な他者と、安定した対人関係を築いていくモデルとして機能

していきます（内的作業モデル）。

　しかし被虐待体験などをはじめとする様々な逆境体験の中

で幼児期を過ごすことになると、前述のような安定したアタッ

チメント形成が損なわれてしまい、後々の対人関係にも影響

を及ぼし、安定した信頼関係を構築していくことに困難が生

じやすくなると考えられます。また、順調なアタッチメント

形成を経ていったんは安定した対人関係の土台が築かれた人

であっても、その後に、人が介在するトラウマ体験をしたこ

とを契機に、対人関係のありようが不安定になってしまうこ

ともあります。

　また、たとえば自閉症のあるお子さんが幼児期にはあまり

　プライベートな話を持ち出してしまい恐縮ですが、最近、我が家に子犬を迎え入れました。ブリーダーさんの犬舎で初め

て会った日、可愛らしい姿に家族みんなが惹きつけられたのと同時に、抱っこした腕の中で小さな体をブルブル震わせてい

たことがとても印象的でした。初対面の人間たちに囲まれて、きっととても不安だったのだと思います。それから数か月、

今ではしっぽを振って自ら寄ってきて抱っこをせがみ、抱き上げると顔を近づけぺろぺろ舐めてくるようになりました。「言葉」

でのやりとりはなくても、お互いに惹きつけられる情緒的な結びつき、信頼関係がだんだん強くなっていることを実感します。

　人と人とのつながりにおいても大きな要素となる『信頼関係』。今回はこの『信頼関係』が構築されていくプロセスにはど

のようなことが影響しているだろうかと考えを巡らせてみました。
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人に関心をもたなかったり、感覚過敏等で抱っこされること

やスキンシップを嫌がったりなど、特性が関連して『相互的な』

やりとりが成立しにくいこともあるため、定型発達ではない

タイプの場合、時期的な側面も含めてアタッチメントが形成

されるプロセスは異なるのではないかと思います。

　いずれにせよ、安心・安全な相互的やりとりの体験がしっ

かりと積み重なっているかどうかによって、その後の対人関

係の土台の安定性に大きく影響すると考えられます。

Ⅱ．どのような実感が相手への信頼につながっているか？

　さて、アタッチメント形成がその後の対人関係のあり方の

基礎になっているということをふまえて、人と人が信頼関係

を築いていくのに重要になる点についていくつか考えてみま

す。相手に対してどのような実感を持つことが、相手を信頼

することにつながっていくのでしょうか。

　一つめは、「自分の伝えたいことが相手にきちんと伝わって

いる」という実感です。まず相手に伝える“機会”が必要で

すが、その“機会”を作るために自分だけが努力しているの

ではなく、相手もその“機会”を求めていて、一方的ではな

くお互いの意志により“機会”が作られていること。そして、

伝えたいことを伝えられる“手段”があること。直接会って

話す、オンラインで話す、SNS・メール・手紙などの文字情

報を使って伝えるなど、自分が伝えることができる手段が保

障されていることも大切な要素です。そう考えると、知的障

害や自閉症の特性のために、コミュニケーションの発信の苦

手さがある方にとって、ご本人が伝えやすく、確実に相手に

伝わるよう“機会”や“手段”を療育的な視点で提供される

ことはあらためてとても重要な意義があると感じます。この

ような“機会”と“手段”が保障されたなかで、伝えたいこ

とが相手に伝わったということを実感できる相手の反応、相

手からのフィードバックがあって「伝わっているな」と実感

できると思います。

　二つめは、「伝わっている」という実感の積み重ねによって、

自分のことを「理解してくれている」という実感をもてるこ

とです。とくに、自分自身が大切にしている考え、感情を相

手が理解してくれたと感じることは、相手に対する信頼感が

増す大きな要因になると思います。逆にそれらをないがしろ

にされたと感じたり、受け入れてくれなかった、裏切られた

と感じることは、相手と信頼関係を構築していこうとする意

欲がそがれ、場合によっては不信感を抱くことにつながるか

もしれません。療育においても、例えば自閉症のある方の興

味関心、こだわりに注目し積極的に生かすことを大切にした

り、感覚の偏りに配慮したりすることは、こういった信頼関

係の構築にも大きく寄与していると言えるかもしれません。

　三つめは、「必要とされている」という実感です。これは「伝

わっている」「理解されている」という実感の積み重ねがあっ

てこそ得られる実感かもしれません。信頼できる他者との関

わりの積み重ねを通じて得られる「必要とされている」とい

う実感によって、自分は人とのつながりの中に存在している、

存在していく価値のある自分であると自覚できているような

気がします。自分が自分として存在し続けることを保ってい

くのは、自分一人だけの力では到底無理だと感じます。知ら

ず知らずのうちに自分は人に支えられ、自分も人を支えてい

る。だからこそ、その感覚が薄れてしまうことで感じる“孤

立感”は、人にとって大きな危機であり、自分の中に生じて

いないか、自分の周りの人に生じていないかということに敏

感でいなければならないと感じます。

Ⅲ．おわりに

　当事者・家族と支援者、支援者同士の連携も含めて、あら

ゆる人のつながりの基礎をなしている『信頼関係』。このこと

がおろそかになったままでは、何をなしても砂上の楼閣です。

今一度、丁寧に、そして誠実に見つめ直していくべき大切な

課題だと思います。
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生活支援部特別支援課はばたき・ひなた寮　寮長　悴田　　徹

伝えたい気持ちと理解する心

的な答えが返ってくることはありませんでした。本人からの

話の内容をもとに、職員間で話し合い、また、有職者の意見

をいただきながら導き出したものは、「Ａさんは伝え方がわか

らないのではないか」というものでした。Ａさんは他者との

コミュニケーションが苦手で、児童期にいじめ被害を体験し

ていることからコミュニケーションへの苦手意識を感じてお

り、知的能力の制約から自分の思いを言語化することや相手

の話す内容を理解することも苦手であるということも再認識

しました。

　その後のＡさんとの話し合いの場では、コミュニケーショ

ンの苦手さへのアプローチとして、Ａさんの気持ちを聞き、

話の内容を受容するように努めました。また、言語化や理解

力のサポートのため、言葉でのコミュニケーションだけでな

くホワイトボードを使い本人の気持ちを可視化しながら整理

をしました。すると、「イライラした」という表現は、「タバ

コが吸えない（または吸いたい）ことでイライラしていた」、「利

用者・職員が気に食わない」という表現は、「タバコが吸いた

いという気持ちを理解してくれない職員にイライラする」と

いう気持ちであることがＡさん、職員双方で整理することが

できました。

　その後、Ａさんはタバコが吸いたくなったときは職員に「タ

バコが吸いたいから喫煙所まで行ってくる。何時には戻って

くる。」というように目的を伝えて行動することができるよう

になりました。

【事例２：一方的な要求からの攻撃行動】

　利用者Ｂさんは自閉スペクトラム症、ADHDの診断がある

方で、その場で思いついた欲求に固執することがあり、職員

に対する「一方的な要求」が始まります。これまでには、「の

ぞみの園に預けているお金を全部渡してほしい」「パソコン・

Ⅰ．はじめに

　はばたき・ひなた寮では矯正施設等を退所した利用者を受

け入れ、アセスメントを行い、安定した生活が送れるよう支

援するとともに、次の地域移行後の生活を見据えて、金銭管

理や時間管理で一定のルールを定めています。しかし、利用

者が寮のルールを逸脱することや、時には、職員に攻撃的な

行動が起きることがあります。本稿では、はばたき・ひなた

寮でのルールを逸脱した行動や攻撃的な行動への対応方法、

職員のケアについて書きたいと思います。

Ⅱ．ルールを逸脱した行動への対応方法

【事例１：無断外出】

　利用者Ａさんは喫煙の習慣があり、入所当初から自分の小

遣いの範囲でタバコを購入し喫煙したいことを強く訴えてい

ました。入所当時にＡさんと喫煙についての話を行いました。

小遣いの範囲内での喫煙となると１日３本が限度でした。そ

れでも、タバコが吸えなかった矯正施設に比べると、タバコ

が再開できるだけでも満足そうでした。このように、Ａさん

と職員でお互いが納得できるルールを作ることができました

が、いざ喫煙を再開するともっと吸いたいという欲求が出て

きてしまいました。もっと吸いたいという欲求を叶えるため

には寮から出ていき隠れてタバコを吸うしかないという考え

になり、その結果、Ａさんはタバコが吸いたくなると無断で

寮から出ていき、近くのコンビニでタバコとライターを購入

しタバコを吸うという行為を繰り返していました。

　職員は、Ａさんが無断外出を行うたびに話し合いの場を設

けました。Ａさんの主張は「イライラした」「他の利用者・職

員が気に食わない」といった内容が多く、職員が「何でイラ

イラしたの？」「何が気に食わなかったの？」と尋ねても具体
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スマホを買ってほしい」「今すぐ外出へ連れて行ってほしい」

「日課を工場でやりたい」などの要求がありました。自分の要

求が通らないと、職員に対して１時間以上口調を荒げ、罵声

を浴びせる、寮内の共用物を殴る、投げるなどの攻撃行動に

発展します。

　この時の職員の心情は穏やかでなく、なんでわかってくれ

ない、怒り、呆れなどの感情が生まれることがあります。し

かし、これは逆に言えば利用者のＢさんも同じ感情があるの

ではないでしょうか。Ｂさんは自分のことを理解して欲しい

が伝え方が一方通行になってしまいうまく伝わらない。理解

してもらえないことに怒りがあるのではないでしょうか。

　例えば、Ｂさんはカードゲームが好きで、職員とカードゲー

ムで遊びたいと伝えられず、職員も業務の忙しさから話を聞

くことができない場面があります。次第にＢさんの口調が荒

くなりカードゲームのことではなく、なんで？どうして？と

話が違う方向へ行き、興奮状態が収まらなくなってしまうこ

とがありました。興奮が少し収まったころに、職員が何を求

めているのか聞いてみると、カードゲームがしたかったこと

を話すことができました。その後Ｂさんと職員で話し、Ｂさ

んは要求を具体的に職員に伝えること、職員は話ができる時

間を伝えることで二人に時間を共有することができるように

なり、Ｂさんも声を荒げることが減ってきています。

Ⅲ．職員へのケア

　ＡさんとＢさんどちらの行動も、障害特性や生育環境の影

響と言えます。安定した地域生活のため、はばたき・ひなた

寮に入所中は、新たなスキルを身に付けたり、より適切な方

法を学ぶ過程を支援しています。しかし、それを踏まえてい

ても、利用者が不穏になり大きな声を上げる、物を叩いて大

きな音を出すなど、その場にいた職員の心情は穏やかではあ

りません。不安な中で支援することはストレスにもなり、良

い支援ができないことにつながります。

　よって、心のケアは利用者・職員にとっても大変重要とな

ります。はばたき・ひなた寮の職員に身体と心のケアはどう

しているのか聞いたことがあります。身体のケアは、ゆっく

り休養を取る、マッサージへ行く、食事をしっかりとる、心

のケアは、旅行に行く、楽しいことを考える、おいしい物を

食べるといった話が聞かれました。人それぞれのケア方法が

あることがわかります。

　なお、国立のぞみの園では職場内での心理的ケアに下記の

取り組みを行っています。

①　ピアカウンセリング

　はばたき・ひなた寮では、職員の心のケアとしてピアカウ

ンセリングを行っています。ピアカウンセリングとは、同じ

ような立場や悩みを抱えた人たちが集まって、同じ仲間とし

て相談し合い、仲間同士で支え合うことを目的としたカウン

セリングのことです。はばたき・ひなた寮から異動した女性

職員が、はばたき・ひなた寮職員から利用者支援・職場環境・

職員関係などをテーマに話を聞く機会を設けています。同性

同士での話し合いとするため、現状は女性職員が対象となっ

ています。

②　心理面談

　診療部の心理士による職員への心理面談を行っています。

心理面談は全職員が対象になり話を聞いてもらう場を作り、

心理的ケアを行っています。心理面談を行った後は、気持ち

が楽になった、また頑張れるなどの言葉が聞かれます。

Ⅳ．最後に

　利用者は個人の特性や、趣味嗜好などがあり支援方法は様々

です。コミュニケーションが苦手でうまく伝えられないなど、

困っていることは必ずあります。うまくいかなかったことや

失敗したことを責めるのではなく、職員が一緒に考え、より

良い答えを一緒に導き出すことが利用者支援にとって必要な

ことになっています。

　我々職員も困っていますが、それ以上に利用者も困ってい

ることを理解し支援していきたいと思います。
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